
第２回 地方独立行政法人新小山市民病院評価委員会次第 

 

日時：平成２４年１１月１６日（金） 

    午後 3時～5時 

場所：議会会議室 

 

 

１．開 会 

 

 

２．委員長あいさつ 

 

 

３．資料説明 

 

 

４．審議事項 

（１）地方独立行政法人新小山市民病院中期目標（案）について 

 

 

５．その他 

 

 

６．閉 会 



【委員】 (50音順・敬称略） ◎委員長・○副委員長

№ 推薦区分 役職 氏名

1 病院経営及び独法会計基準を熟知している見地から 落合公認会計士事務所長 落合
オチアイ

　智
トモ

冶
ハル

2 看護教育及び看護体制の見地から 公益社団法人栃木県看護協会長 河野
コウノ

　順子
ジュンコ

欠席

3 経営学の見地から 白鷗大学経営学部　教授 星
ホシ

　　法子
ノリコ

4 医師会及び地域医療の見地から 小山地区医師会長 ◎松岡
マツオカ

　淳一
ジュンイチ

5 医師派遣元及び病院経営の見地から 自治医科大学附属病院長 ○安田
ヤスダ

　是
ヨシ

和
カズ

6 受診者側にたった市民代表の見地から 市議会議員 山口
ヤマグチ

　忠保
タダヤス

　　　　　　　　所属 役職 氏名

1 市民病院 院長 島田
シマダ

　和幸
カズユキ

2 市民病院事務部 事務部長 熊倉
クマクラ

　仁一
ジンイチ

3 市民病院看護部 看護部長 小川
オガワ

　純子
ジュンコ

4 市民病院事務部 事務次長 小平
コダイラ

　喜之
ヨシユキ

5 市民病院事務部 総務課長 黒川
クロカワ

　光政
ミツマサ

6 市民病院事務部 医事課長 鈴木
スズキ

　栄
サカエ

7 市民病院事務部 市民病院建設室長 山中
ヤマナカ

　忠男
タダオ

8 市民病院事務部 市民病院建設室独法担当 石橋
イシバシ

　英
ヒデ

俊
トシ

9 市民病院事務部 市民病院建設室独法担当　主事 渡邉
ワタナベ

　拓也
タクヤ

　　　　　　　　所属 役職 氏名

1 保健福祉部 保健福祉部長 石川
イシカワ

　和男
カズオ

2 健康増進課 課長 飯村
イイムラ

　智子
トモコ

3 健康増進課　緑の健康づくりの森推進室 室長 猿山
サルヤマ

　悦子
エツコ

4 健康増進課　緑の健康づくりの森推進室 担当 大橋
オオハシ

　雅子
マサコ

5 健康増進課　緑の健康づくりの森推進室 主査 関
セキ

　将
マサル

第2回地方独立行政法人新小山市民病院評価委員会出席者名簿

【小山市民病院】

【事務局】



 

国の診療体制について 

 

1. 平成２３年度における一般病床数は１０７万床で平均稼働率は７５％程度、長期療

養(慢性期)病床は２３万床で平均稼働率は９１％、精神病床は３５万床で平均稼働

率は９０％となっている。 

2. 一方の介護関係利用者数は介護施設(特養・老健・介護療養)９２万人分、居住系は

３１万人分とされている。 

3. このような医療・介護体制について、国は財政健全化に向け、「社会保障の安定財

源確保と財政健全化の同時達成」を目指している。 

4. こうした国の考え方は、『社会保障・税一体改革素案が目指す医療・介護機能の再

編(将来像)』として、社会保障改革に関する集中検討会や中医協等の診療報酬改定

関係各種委員会等で『将来像に向けての医療・介護機能強化の方向性イメージ』や

『医療・介護サービスの需要と供給(必要ベッド数)の見込み』の形で示されている

ところである。 

 

5. 医療機能別のベッド数 

 

 

6. 看護体制と医療機能 

 

 

7. 平成２４年度診療報酬改定の基本方針のポイント(平成２３年１２月１日) 

  社会保障審議会医療保険部会 社会保障審議会医療部会『将来に向けた課題』 

  平成２４年度の改定のみならず、超高齢社会のあるべき医療の姿を見据えつつ、引

き続き『社会保障と税一体改革成案』において、２０２５年の姿として描かれた病院・

病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・効率化等の推進等に取組ん

でいく必要がある。 

病床数 病床数
７対1 ３３万 １８万 高度急性期
１０対1 ２５万 ３５万 一般急性期
１３対1 ３万 ２４万 地域一般病床
１５対1 ７万 ２６万 亜急性期
療養病棟 ２１万 ２８万 長期療養

病床数 平均在院日数 病床数 平均在院日数 地域一般病床 平均在院日数
高度急性期 １９～２０日 １８万床 １５～１６日 ４万床
一般急性期 １３～１４日 ３５万床 ９日 １１万床
亜急性期
回復期

７５日 ２６万床 ６０日 ９万床

長期療養
慢性期

２３万床 １５０日 ２８万床 １３５日

精神病床 ３５万床 ３００日 ２７万床 ２７０日
１６６万床 ３０～３１日 １３４万床 ２５日

介護施設
居住系

介護分野の計

医療入院の計
１６６万床 １５８万床

２４万床

９２万人分
３１万人分
１２３万人分

１３１万人分
６１万人分
１９２万人分

平成23年度
2011

１０７万床

平成３７年度
2025

１９～２０日

資料１ 



 

8. 参考資料 改革シナリオにおける主な機能強化、効率化、重点化要素(２０２５年) 

 
 

急性期医療の改革(医療資源の集中投入) 

・高度急性期の職員等は現行の２倍程度 診療単価は約 1.9倍 

特定入院料算定病床等を整備促進し、新たに高度急性期医療機関にふさわ

しい一般病棟５対１看護師配置等の基準設定が考えられる。 

平均在院日数については高度医療・重症者等が多く見込まれるものの、他

医療機関との連携強化を考慮し、１５日～１６日が見込まれている。 

  ・一般急性期の職員等は現行の１．６倍程度 診療単価は約 1.5倍 

現状の一般病棟７対１看護必要度基準１５％以上の基準強化により、看護

師配置による診療報酬体系を見直すとともに、真に一般急性期を担う医療

機関を篩いにかけていくという方向性が考えられる。 

平均在院日数については、亜急性期・回復期等への移行を考慮し、９日程

度が見込まれている。 

  ・亜急性期・回復期リハ等の職員は現行の１．３倍程度 診療単価は約 1.15倍 

     

9. 国の診療体制の考え方(看護師配置に基づく入院診療報酬体系の見直し) 

 

７対１看護体制は、平成１８年度(2006)の診療報酬改定で、１０対１、１３対１、

１５対１看護体制の３つの看護体制区分に、新たに加えられた一般急性期看護を想

定した体制であったが、単純試算で「７対１看護体制」に移行すれば、１０対１区

分に比べ、１００床当たり年間約９千万円程度の診療報酬が増える計算となること

や、既に多くの医療機関が取り組み始めていたＤＰＣ包括請求制度でも７対１看護

基準算定が有利と考えられ、医療機能とは別な視点での取り組みとなっていた。 

 

 国は高度医療・一般急性期・地域一般・亜急性(回復期)等の医療機能別に必要な

看護師が適切に配置されるよう各種基準と診療報酬の見直しを行っていく方向性が

示されつつある。(平成２４年度改定７対１看護必要度) 

 

今後は、医療法に基づく医療機関の定義づけにとらわれず、診療報酬の改定によ

り、急性期医療の改革(医療資源の集中投入)に向けた政策誘導が明確に進められて

いくものと考えている。 

 

現状　入院看護基準等
救命救急入院料 ４対１
特定集中治療室管理料 ２対１ 重症者率９０％
ハイケアユニット入院医療管理料 ４対１ 重症者率８０％ 一般病棟平均在院日数１９日
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 ３対１ 対象疾患患者割合８０％
小児特定集中治療室管理料 ２対１ 重症度評価基準９０％
新生児特定集中治療室管理料 ３対１
総合周産期特定集中治療室管理料 ３対１

７対１ 看護必要度基準１５％
10対1 看護必要度の評価を実施していること

看護単位等

一般病棟



 

ＤＰＣ/ＰＤＰＳについて 

 

1. DPC 制度（DPC/PDPS）（Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment 

System）は、平成 15年 4月、閣議決定に基づき、特定機能病院を対象に導入された、急

性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度である。ＤＰＣとは“診断群分類”

のことで、平成 22年 12月の DPC 評価分科会において、診断群分類に基づく１日当た

り定額報酬算定制度を意味する DPC/PDPSに変更された。 

 

2. 制度導入後、DPC/PDPSの対象病院は段階的に拡大され、平成 24年４月１日見込みで

1,505病院・約 48万床となり、全一般病床の約 53.1%を占めるに至っている。 

ＤＰＣ参加年度

6 21
69

176

41 23
56

193

281
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67
34
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７対1

１０対1

 

 

3. ＤＰＣ/ＰＤＰＳが持つ特徴 1 平均在院日数 

 

 例 全国平均の疾患別平均在院日数が 14日の肺炎の診断群分類の場合 

    

 

   平均在院日数を短縮する動きが加速される特徴をもっている。 

評価
入院期間Ⅰ 入院から７日目まで 100
入院期間Ⅱ 次の７日間 74
入院期間Ⅲ 平均在院日数超え16日間 63

入院期間



4. ＤＰＣ/ＰＤＰＳが持つ特徴 2 医療機関群別基礎係数(平成２４年改定)  

 

  医療機関群Ⅲ群にはⅠ群に匹敵する診療活動を行っている 500 床超えの医療機関から

中小医療機関までが含まれている。 

 

5. ＤＰＣ/ＰＤＰＳが持つ特徴 3 医療機関別暫定調整係数 

 

 
  暫定調整係数はプラスとは限らない。 

 

 

 暫定調整係数は包括部分に係る医療資源投入量を反映している。 

暫定調整係数 機能評価係数Ⅱ
下都賀総合病院 0.0279 0.0229
佐野厚生総合病院 0.0977 0.0241
上都賀総合病院 0.0664 0.0228
獨協医科大学日光医療センター 0.0866 0.0189
菅間記念病院 0.0428 0.0138
黒須病院 - 0.0101 0.0136
芳賀赤十字病院 0.0513 0.0240
大田原赤十字病院 0.1033 0.0254
足利赤十字病院 0.1209 0.0287
国際医療福祉大学病院 0.0739 0.0190
栃木県立がんセンター 0.0435 0.0205
済生会宇都宮病院 0.1198 0.0265
国立病院機構　栃木病院 0.0245 0.0176



6. ＤＰＣ/ＰＤＰＳが持つ特徴 4 医療機関別機能評価係数Ⅱ 

 

 

 
DPC 制度のあり方に係る検討＜考え方＞ 

○ 平成 24 年度診療報酬改定において、DPC 制度創設時に導入した調整係数は、今後の

改定を経て平成 30 年に基礎係数と機能評価係数Ⅱに置換えることとされ、今後は基

礎係数（医療機関群設定）・機能評価係数Ⅱの評価について、現場への影響を十分に

踏まえながら、着実に置換えを進める必要がある。 

○ 一方、基礎係数や機能評価係数Ⅱは対象病院の運営に大きな影響を与えることから、

医療機関群の要件を含めた制度の安定的な運用と、一定の予見性の確保が不可欠との

指摘がなされている。 

○ これらを踏まえ、基礎係数（医療機関群の要件設定を含む）・機能評価係数Ⅱ（項

目及びそれらの評価手法を含む）について、(1) 平成 24 年度改定後の実績を踏まえ

た必要な見直しを次回改定時に中医協において検討できるよう対応することとした

上で、(2) 次回改定対応の基本方針については、改定に用いるデータの収集を開始す

る平成 24 年秋までに一定の方向をとりまとめ、中医協に提案してはどうか。 

○ また、DPC（診断群分類）の精緻化等については、改定作業（診断群分類点数表の設

定）を円滑に実施する観点から、学会等からの要望を踏まえながら、平成 25 年秋ま

でに一定の原案をとりまとめ、改定に反映させる（中医協に提案する）こととしては

どうか。(平成 24 年４月 25 日 DPC 評価分科会) 



 

ＤＰＣ病院Ⅲ群は将来何を求められるものか、どういうことをやれば収支が良くなるのか 

 

 

 

 

◎ 前述のとおり、ＤＰＣⅢ群の医療機関は、１３３５病院、約３６万床、Ⅰ群に匹敵

する500床超えの医療機関から中小医療機関が含まれていることから、それぞれの医療

機関が持つ医療機能に基づき適切な機能分化を進めるとともに、各医療機関との連携

促進が求められているものと考えている。 

 

◎ なお、二次医療圏においては、『脳卒中地域連携』(退院時における地域連携診療計

画指導等)、『がん地域連携』(がん治療連携指導等)、『救急医療』(二次救急医療

機関)、『災害医療』(災害拠点病院・ＤＭＡＴの指定)、『周産期医療』(地域母子

周産期医療センター)、『がん診療連携』(地域がん診療連携拠点病院、それに準じ

た病院)等の機能の充実と地域医療支援病院、臨床研修指定病院(協力型)の指定等

が求められている。 

◎ 某特定機能病院のＤＰＣ各種係数 １０，０００円換算額 

資料２ 
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　　　６７　地域医療係数

　　　２３　救急医療係数

　　　４８　カバー率係数

　　　４９　複雑性係数

　　　３９　効率性係数

　　１８７　データ提出係数

　　　３４　データ提出加算2　イ200床以上

　　　１２　地域加算６

　　　２２　患者サポート体制充実加算

　　１９４　急性期看護補助体制加算75対1

　　１１９　検体検査管理加算Ⅳ

　　　３１　感染防止対策地域連携加算

　　１２５　感染防止対策加算1

　　　２７　医療安全対策加算1

　　　　８　診療録管理体制加算1

　　　１２　臨床研修病院入院診療加算1

１，７０７　特定機能病院入院基本料7対1

　　３３５　暫定調整係数

１，５６５　医療機関Ｉ群　基礎係数

 

◎ 機能評価係数Ⅱについては、各項目ごとに評価の『重み付け』や適切な評価指標の選択

など、ＤＰＣ参加医療機関の調査データに基づく見直検討が進むものと見込まれることか

ら、国の施策の動きを注視していくこととしている。 

機能評価係数Ⅱ 

機能評価係数Ⅰ 

基礎・調整係数 



平成23年度地域別患者数

ア）外来 （単位：人,%）
              月
別

市町別
小 山 市 9,923 10,426 11,245 11,134 11,680 11,022 10,982 11,163 10,929 10,851 10,898 11,460 131,713 90.6
下 野 市 100 76 93 82 92 121 108 129 118 94 120 110 1,243 0.9
野 木 町 162 139 133 162 168 137 142 173 112 167 130 132 1,757 1.2
栃 木 市 137 123 139 131 128 126 172 139 168 122 108 122 1,615 1.1
大 平 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
都 賀 町 2 2 2 5 12 9 11 16 9 10 8 11 97 0.1
他 の 栃 木 県 112 100 103 115 99 116 116 106 111 91 121 130 1,320 0.9
結 城 市 393 411 470 406 396 404 406 406 428 386 387 453 4,946 3.4
筑 西 市 69 73 67 74 79 84 60 82 67 76 76 82 889 0.6
他 の 茨 城 県 64 73 91 91 65 83 90 84 85 61 85 78 950 0.7
そ の 他 91 89 68 74 91 66 63 72 84 75 71 79 923 0.6
合 計 11,053 11,512 12,411 12,274 12,810 12,168 12,150 12,370 12,111 11,933 12,004 12,657 145,453 100.0

イ）入院
              月別

市町別

小 山 市 272 314 356 326 364 316 299 342 340 356 328 313 3,926 86.3
下 野 市 5 0 3 7 5 5 9 8 3 8 10 5 68 1.5
野 木 町 6 3 4 12 4 5 5 5 5 8 5 7 69 1.5
栃 木 市 3 7 13 2 4 8 5 7 7 5 3 4 68 1.5
大 平 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
都 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
他 の 栃 木 県 3 3 2 7 4 6 7 10 1 8 5 5 61 1.3
結 城 市 16 13 12 11 20 25 19 18 13 18 19 16 200 4.4
筑 西 市 5 5 3 6 4 1 2 2 4 4 6 3 45 1.0
他 の 茨 城 県 5 7 3 3 1 0 8 5 6 2 4 4 48 1.1
そ の 他 6 4 3 7 11 3 3 4 9 4 5 5 64 1.4
合 計 321 356 399 381 417 369 357 401 388 413 385 362 4,549 100.0

9月4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 1月 2月

3月 23年度合計 割  合

合計 割  合3月

4月 5月 6月 1月 2月7月 8月 9月 10月 11月 12月

資料３ 



紹介・逆紹介件数

平成24年度
 

紹 介 率 41.9 46.8 37.2 39.9 35.3 41.2 39.5 -

逆 紹 介 率 46.8 52.2 46.2 44.3 33.8 44.5 43.5 -

紹介状あり 309 411 359 406 414 359 2,258 2,052

逆紹介患者数 494 601 608 602 564 538 3,407 3,086

紹介医への返
書件数

324 433 400 432 420 406 2,415 2,163

外来予約数 2 14 9 10 7 7 49 30

検査予約数 6 5 5 10 8 6 40 55

脳卒中連携パス 4 4 5 4 6 5 28 14

大腿骨連携パス 3 4 1 3 4 4 19 -

累計 前年同期4月 5月 6月 7月 8月 9月

資料４ 



損益計算書と貸借対照表の比較

（1）損益計算書（300床～400床の黒字病院） （総務省：平成22年度地方公営企業年鑑）

　項目 春日部市立病院 小松市民病院 尾道市民病院 枚方市民病院 福知山市民病院 松坂市民病院
黒字市立病院（２
１）の単純平均値

一般：３５０床

一般300床
結核　10床
精神　40床
感染　　4床

一般：３３０床
一般：３２７床
感染：　　８床

一般：３４０床
結核：　10床

一般：326床
感染：　　2床

6,722,239 7,225,998 8,131,726 6,049,266 8,542,395 7,503,711 6,508,410
5,907,896 6,849,415 7,886,134 5,593,217 7,817,944 6,842,880 5,883,378
3,860,150 4,490,622 4,830,577 3,268,377 5,010,166 4,556,579 3,777,526
1,668,025 2,073,575 2,550,994 1,579,533 2,214,658 2,079,433 1,729,108

379,721 285,218 504,563 745,307 593,120 206,868 376,744
813,756 376,583 245,592 417,144 724,451 660,831 613,864

587 38,905 11,168
6,468,708 6,756,706 7,792,832 5,866,119 8,444,326 7,302,029 6,345,552
6,267,734 6,372,043 7,475,270 5,735,630 7,864,554 6,843,538 6,022,535
3,069,353 3,405,421 3,545,479 3,389,117 3,121,731 3,267,122 3,002,910
1,353,748 1,664,017 2,318,404 882,436 1,525,017 2,006,970 1,386,422

200,506 248,891 434,986 251,717 1,073,639 432,423 394,124
1,596,276 1,017,754 1,135,269 1,184,693 2,099,697 1,089,779 1,207,052

14,783 32,521 29,351 17,206 41,230 37,364 21,419
33,068 3,439 11,781 10,461 3,240 9,880 10,607

186,920 384,663 309,922 106,433 562,727 457,672 303,992
38,799 220,111 72,368 15,762 229,210 287,067 124,891
38,799 220,111 72,368 15,762 221,451 281,005 122,065
21,503 164,552 237,554 90,671 333,517 170,605
14,054 7,640 24,056 17,045 819 19,026

266,998 469,292 346,534 168,298 115,114 202,501 170,715
253,531 469,292 338,894 183,147 98,069 201,682 163,530

△ 4,567,591 △ 4,001,129 427,268 △ 2,815,524 △ 3,783,058 △ 7,747,599

（３）特別損失
３．経常利益又は経常損失
４．純利益又は純損失
５．前年度繰越利益剰余金
　　　又は前年度繰越欠損金

病床数

（３）特別収益

オ．研究研修費
カ．資産減耗費

（２）医業外費用
ア．支払利息

うち企業債利息
イ．その他医業外費用

２．総費用
（１）医業費用

ア．職員給与費
イ．材料費
ウ．減価償却費
エ．経費

１．総収益
（１）医業収益

ア．入院収益
イ．外来収益
ウ．その他医業収益

（２）医業外収益

資料５ 



（2） 貸借対照表（複数施設を有する場合は合算する） (単位：千円）

春日部市 小松市 尾道市 枚方市 福知山市 松坂市

（春日部市立病院） （小松市立病院）
（市民病院、

　　みつぎ病院）
（枚方市民病院）

（市民病院、
　　新大江病院）

（松坂市民病院）

１．固定資産 3,170,703 9,663,999 14,998,377 3,089,279 17,893,223 7,834,477
（１）有形固定資産 3,147,102 9,661,518 14,989,327 3,059,265 17,893,223 7,834,477

ア．土地 272,583 1,884,411 1,814,518 824,270 5,874,743 890,559
イ．償却資産 7,565,737 15,405,367 23,653,718 6,917,965 18,390,570 15,893,759
ウ．減価償却累計額（△） 4,691,218 7,628,260 10,527,617 4,883,616 6,372,090 8,949,841
エ．建設仮勘定 - - 48,708 200,646 - -

（２）無形固定資産 1,361 - 1,970 564 - -
（３）投資 22,240 2,481 7,080 29,450 - -

２．流動資産 1,411,158 2,813,892 5,674,109 2,745,190 3,072,165 1,503,135
（１）現金及び預金 589,260 961,870 3,361,392 1,691,694 1,681,931 379,766
（２）未収金 782,584 1,846,822 2,209,883 1,022,879 1,359,359 1,053,577
（３）貯蔵品 39,314 - 102,834 30,507 29,300 69,792

３．繰延勘定 139,232 138,101 269,032 444,231 40,586
４．資産合計 4,721,093 12,615,992 20,941,518 5,834,469 21,409,619 9,378,198
５．固定負債 - 469,256 979,313 69,417 1,083,632 -

（１）企業債、借入金 - - - - 703,456 -
（２）引当金 - 469,256 979,313 69,417 380,176 -

６．流動負債 683,533 578,984 1,145,872 494,292 517,812 956,991
（１）未払金及び未払費用 649,524 564,290 1,111,536 426,594 484,849 487,472
（２）その他 34,009 14,694 34,336 67,698 32,963 469,519

７．負債合計 683,533 1,048,240 2,125,185 563,709 1,601,444 956,991
８．資本金 6,444,432 13,232,587 14,005,906 7,535,734 14,477,585 12,195,319

（１）自己資本金 5,167,340 7,032,765 7,985,344 5,986,310 3,793,995 4,748,434
（２）借入資本金 1,277,092 6,199,822 6,020,562 1,549,424 10,683,590 7,446,885

９．剰余金 △ 2,406,872 △ 1,664,835 4,810,427 △ 2,264,974 5,330,590 △ 3,774,112
（１）資本剰余金 1,907,188 1,862,702 2,104,327 367,403 9,015,579 3,771,805

ア．国庫補助金 185,550 689,040 868,181 329,053 655,500 44,404
イ．都道府県補助金 125,988 - - 26,916 1,172,122 19,434
エ．再評価積立金 - - 2,523 - -
オ．その他 1,595,650 1,173,662 1,233,623 11,434 7,187,957 3,707,967

（２）利益剰余金 △ 4,314,060 △ 3,527,537 2,706,100 △ 2,632,377 △ 3,684,989 △ 7,545,917
ア．減債積立金 - 4,300 32,850 - - -
イ．利益等積立金 - - 140,987 - - -
オ．当年度未処分利益剰余金 - - 2,532,263 - - -
　　当年度未処理欠損金 4,314,060 3,531,837 0 2,632,377 3,684,989 7,545,917
カ．うち - - - - - -

当年度純利益 253,531 469,292 644,256 183,147 98,069 201,682
当年度純損失 - - - - - -

10．資本合計 4,037,560 11,567,752 18,816,333 5,270,760 19,808,175 8,421,207
11．負債資本合計 4,721,093 12,615,992 20,941,518 5,834,469 21,409,619 9,378,198
12．累積欠損金 4,314,060 3,531,837 0 2,632,377 3,684,989 7,545,917



( 参考）公営企業型地方独立行政法人の決算状況等一覧

　　イ．損益計算書

（単位：千円、％）

地方独立行政法人
さんむ医療センター

地方独立行政法人
大牟田市立病院

地方独立行政法人
那覇市立病院

さんむ医療センター 桑名市民病院 桑名市民病院分院
神戸市立医療センター中
央市民病院

神戸市立医療センター西
市民病院

福岡市民病院
こども病院・感染症セン
ター

大牟田市立病院 那覇市立病院

4,663,302 4,287,737 3,333,072 954,665 39,163,609 30,078,432 9,085,177 12,592,323 5,385,379 7,206,944 7,593,913 11,478,248

2,470,596 2,520,503 1,934,851 585,652 25,714,127 20,244,032 5,470,095 8,537,574 3,588,777 4,948,797 5,034,420 7,641,579

927,547 1,200,666 924,088 276,578 8,636,225 6,125,328 2,510,897 1,641,754 864,185 777,569 1,841,620 2,741,754

856,211 315,808 273,485 42,323 3,225,436 2,509,480 715,956 1,543,030 839,794 703,236 552,642 387,018

151,608 121,950 101,080 20,870 681,675 466,862 214,813 722,261 722,261 37,496 315,043

257,340 128,810 99,568 29,242 906,146 732,730 173,416 147,704 92,623 55,081 127,735 392,854
            室料差額収益室 料 差 額 収 益 25,755 12,303 5,182 7,121 442,884 354,211 88,673 43,411 43,411 56,712 11,778
            公衆衛生活動収益公 衆 衛 生 活 動 収 益 19,247 47,579 37,333 10,246 8,574 1,170 7,404 2,228 110,264
            医療相談収益医 療 相 談 収 益 31,105 18,106 18,106 3,009 44 2,965 30,415 106,585
            その他  そ の 他 181,234 50,822 38,947 11,875 463,262 378,519 84,743 92,710 47,998 44,712 38,380 164,227

4,129,055 4,355,932 3,518,472 837,460 34,998,072 26,551,212 8,446,860 11,402,698 4,686,698 6,716,000 6,615,919 10,818,404

2,400,700 2,534,296 2,079,801 454,495 16,242,958 12,053,837 4,189,121 6,102,510 2,576,485 3,526,025 3,349,697 5,075,910
基 本 給 955,604 1,015,443 836,207 179,236 6,932,876 5,037,463 1,895,413 2,260,901 940,209 1,320,692 1,378,256 2,340,463
手 当 816,112 749,139 642,271 106,868 5,268,753 3,853,304 1,415,449 2,329,902 994,877 1,335,025 1,074,452 1,850,775

　　　　　　役員報酬役 員 報 酬 169 16,933 16,933 25,573 20,684 4,889 1,710 503 1,207 7,200 21,049
　　　　　　賃金賃 金 284,894 358,043 251,241 106,802 1,681,348 1,407,914 273,434 631,714 281,414 350,300 207,239
　　　　　　退職給与金退 職 給 与 金 43,785 62,193 53,692 8,501 894,154 672,828 221,326 305,939 121,069 184,870 190,448 355,360
　　　　　　法定福利費法 定 福 利 費 300,136 332,545 279,457 53,088 1,440,254 1,061,644 378,610 572,344 238,413 333,931 492,102 508,263

759,970 838,688 636,600 202,088 10,284,446 8,358,921 1,925,525 2,335,985 1,168,801 1,167,184 1,356,193 2,133,501

294,149 267,855 244,638 23,217 1,556,211 979,805 576,406 1,317,233 236,121 1,081,112 505,058 652,781

674,236 715,093 557,433 157,660 6,914,457 5,158,649 1,755,808 1,646,970 705,291 941,679 1,404,971 2,956,212
　　　　　　委託費委 託 費 352,092 359,705 280,251 79,454 4,040,087 3,066,106 973,981 845,332 384,057 461,275 933,185 863,809
　　　　　　光熱水費光 熱 水 費 67,173 65,400 51,974 13,426 691,467 516,627 174,840 245,929 98,836 147,093 100,831 204,169
　　　　　　通信運搬費通 信 運 搬 費 5,114 5,120 4,171 949 24,612 17,286 7,326 12,350 5,250 7,100 7,260 11,510
　　　　　　修繕費修 繕 費 35,411 34,076 30,071 4,005 142,685 105,101 37,584 93,373 41,830 51,543 58,443 159,424
　　　　　　研究研修費研 究 研 修 費 5,959 16,909 15,234 1,675 173,555 152,162 21,393 61,352 20,427 40,925 20,300 57,651
　　　　　　厚生福利費厚 生 福 利 費 2,416 5,291 4,045 1,246 9,023 3,906 5,117 13,274 2,347
　　　　　　賃借料賃 借 料 77,258 70,309 45,981 24,328 425,534 329,848 95,686 134,269 34,899 99,370 20,085 96,063
　　　　　　その他そ の 他 128,813 158,283 125,706 32,577 1,416,517 971,519 444,998 245,342 116,086 129,256 251,593 1,561,239

534,247 △68,195 △185,400 117,205 4,165,537 3,527,220 638,317 1,189,625 698,681 490,944 977,994 659,844

35,813 78,911 73,386 5,525 723,022 562,992 160,030 221,926 92,557 129,369 311,049 79,673

10,000 58,696 58,694 2 265,126 176,501 88,625 131,375 78,612 52,763 259,702 21,920

35

734 27 20 7 17 15 2 2,191 395 1,796 1,720 12,379
う ち 受 取 利 息 734 27 20 7 17 15 2 2,191 395 1,796 1,720 12,379

25,044 20,188 14,672 5,516 457,879 386,476 71,403 88,360 13,550 74,810 49,627 45,374
　 う ち 患 者 外 給 食 収 益 5

20,636 9,422 9,385 37 1,538,775 1,150,741 388,034 362,983 187,700 175,283 389,755 40,239

19,161 9,418 9,385 33 562,796 388,456 174,340 220,131 118,013 102,118 383,620 40,239
う ち 支 払 利 息 2,397 9,418 9,385 33 562,796 388,456 174,340 220,120 118,005 102,115 383,620 40,239

1,475 4 4 975,979 762,285 213,694 142,852 69,687 73,165 6,135
う ち 患 者 外 給 食 材 料 費 5

15,177 69,489 64,001 5,488 △815,753 △587,749 △228,004 △141,057 △95,143 △45,914 △78,706 39,434

549,424 1,294 △121,399 122,693 3,349,784 2,939,471 410,313 1,048,568 603,538 445,030 899,288 699,278

56,405 22,128 22,128 249,355 249,355 5,931 5,926 5 35,913 61,154

56,405 22,128 22,128 249,355 249,355 5,931 5,926 5 35,913 61,154

14,013 22,128 22,128 7,707 259 7,448 44,647 13,393 31,254 377,099 67,097

12,959 22,128 22,128 7,707 259 7,448 2,141

1,054 44,647 13,393 31,254 374,958 67,097

42,392 241,648 △259 241,907 △38,716 △7,467 △31,249 △341,186 △5,943

591,816 1,294 △121,399 122,693 3,591,432 2,939,212 652,220 1,009,852 596,071 413,781 558,102 693,335

591,816 1,294 △121,399 122,693 3,591,432 2,939,212 652,220 1,009,852 596,071 413,781 558,102 693,335

114.2 100.0 96.6 114.6 109.8 110.6 107.4 108.6 112.2 106.0 107.6 106.3

113.2 100.0 96.6 114.6 109.2 110.6 104.6 108.9 112.4 106.5 112.8 106.4

112.9 98.4 94.7 114.0 111.9 113.3 107.6 110.4 114.9 107.3 114.8 106.1

51.5 59.1 62.4 47.6 41.5 40.1 46.1 48.5 47.8 48.9 44.1 44.2

58.1 58.2 59.1 54.3 46.4 45.4 49.6 53.5 55.0 52.5 50.6 46.9

50.7 48.6 56.1 26.3 85.0 83.7 88.4 77.7 89.8 66.4 84.8 91.5

350 313 234 79 1,270 912 358 414 200 214 350 470
※総務省準公営企業室照会数値。なお、上記一覧は、便宜的に統一様式にて集計しており、各団体が公表する原典と必ずしも一致しない。

地方独立行政法人福岡市立病院機構

営業費用に占める職員給与費の割合

営 業 費 用

営 業 収 益

入 院 収 益

病 床 数

病 床 利 用 率

総 収 支 比 率

経 常 収 支 比 率

営 業 収 支 比 率

外 来 収 益

補 助 金 等 収 益

当 期 純 損 益

当 期 純 損 益

目 的 積 立 金 取 崩 額

経 常 損 益

そ の 他 医 業 外 費 用

運 営 費 負 担 金 収 益

そ の 他

臨 時 利 益

臨 時 損 失

営 業 外 損 益

職 員 給 与 対 営 業 収 益 比 率

財 務 費 用

材 料 費

資 産 見 返 戻 入

そ の 他 営 業 収 益

臨 時 損 益

固 定 資 産 除 却 損

運 営 費 交 付 金 収 益

固 定 資 産 売 却 益

減 価 償 却 費

運 営 費 負 担 金 収 益

運 営 費 交 付 金 収 益

職 員 給 与 費

財 務 収 益

地方独立行政法人桑名市民病院 地方独立行政法人神戸市民病院機構

そ の 他

そ の 他 営 業 費 用

営 業 損 益

団　体　名

病　院　名

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

そ の 他 医 療 外 収 益

参考資料 



（単位：千円）

地方独立行政法人
さんむ医療センター

地方独立行政法人
神戸市民病院機構

地方独立行政法人
福岡市立病院機構

地方独立行政法人
大牟田市立病院

地方独立行政法人
那覇市立病院

2,033,479 59,474,375 14,880,771 6,738,045 6,594,492

42,160 19,108,186 9,051,470 605,600 3,652,000

2,139,820 43,228,562 7,140,678 6,637,503 4,813,885

291,401 2,862,373 1,311,377 505,058 1,871,393

142,900

154 3,001,402 39 102 78

12,130 2,179,619 274,726 1,177 498,519

1,175,788 31,447,098 2,861,079 4,171,278 4,375,924

うち 現 金 及 び 預 金 522,677 24,408,920 897,603 2,968,592 2,437,489

未 収 入 金 587,860 6,767,564 1,910,838 1,178,638 1,807,498

た な 卸 し 資 産 63,524 409,547 40,056 72,038 123,136

前 払 費 用 5,323 15,932 210 186

貸倒れ引当金 （△ ） 3,596 161,201 27,590 48,200 27,661

3,221,551 96,102,494 18,016,615 10,910,602 11,469,013

675,552 53,325,955 14,125,411 8,946,605 5,251,675

250,861 6,033,286 2,166,783 95,900 434,087

うち
資産見返運営費負担

金
5,366

資産見返運営費交付
金

3,057,191

資産見返補助金等 1,019 21,324 2,879

資 産 見 返 寄 付 金 249,842 2,926

248,886 34,931,180 557,000 820,780

10,422,864 8,117,080 7,683,750 868,825

41,641 1,891,928 3,246,084 1,154,819 3,016,560

うち 退 職 給 付 引 当 金 40,517 1,891,928 3,246,084 1,154,819 3,016,560

134,164 46,697 38,464 12,136 111,423

574,769 29,685,482 2,218,144 1,305,793 1,891,218

322,677 26,139,383 1,100,123 473,708 808,791

38,386 224,537 46,717 25,362 90,050

101,150 735,862 281,366 140,853 248,290

112,556 2,585,700 789,938 665,870 744,087

1,250,321 83,011,437 16,343,555 10,252,398 7,142,893

1,379,260 5,328,534 662,866 100,000 1,299,205

1,379,260 5,328,534 662,866 100,000 1,299,205

154 1,156,348 342 102 2,035,475

154 1,156,348 342 102 2,035,475

591,816 6,606,175 1,009,852 558,102 991,440

3,014,743 298,105

591,816 3,591,432 1,009,852 558,102 693,335

うち 当期総利益（当期総損失） 591,816 3,591,432 1,009,852 558,102 693,335

1,971,230 13,091,057 1,673,060 658,204 4,326,120

※総務省準公営企業室照会数値。なお、上記一覧は、便宜的に統一様式にて集計しており、各団体が公表する原典と必ずしも一致しない。

資 本 金 合 計

その他地方公共団体出資金

資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金

損益外減価償却累計額（△）

利益剰余金 （又は繰越欠損金 ）

積 立 金

未 払 金 及 び 未 払 費 用

預 か り 金

引 当 金

そ の 他

設 立 団 体 出 資 金

当期未処分利益（当期未処理損失）

負 債 合 計

資 本 金

運 営 費 負 担 金 債 務

運 営 費 交 付 金 債 務

預 か り 特 定 施 設 費 等

短 期 借 入 金

流 動 資 産

資 産 合 計

引 当 金

そ の 他

土 地

資
本
の
部

負
債
の
部

資 産 見 返 負 債

償 却 資 産

減 価 償 却 累 計 額 （ △ ）

長 期 借 入 金

移 行 前 地 方 債 償 還 債 務

建 設 仮 勘 定

流 動 負 債

　　ウ．貸借対照表

　(参考)公営企業型地方独立行政法人の決算状況等一覧

有 形 固 定 資 産

固 定 負 債

そ の 他

建 設 仮 勘 定 見 返 負 債

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

団　　体　　名

資
産
の
部



平成２４年４月１日現在

年　　度 件　　数 金額（円）

平成２３年度 ９８件 14,305,633

平成２２年度 ８８件 6,763,055

平成２１年度 １１７件 9,931,644

平成２０年度 104件 13,946,764

平成１９年度 ９３件 8,132,644

計 ５００件 53,079,740

未収金について

資料６ 



小山市民病院カルテ開示請求に対する開示件数

年　　　度 カルテ開示請求件数 カルテ開示件数

平成１９年度 ０件 ０件

平成２０年度 ４件 ４件

平成２１年度 ６件 ５件

平成２２年度 ３件 ３件

平成２３年度 3件 ２件

計 １６件 １４件

資料７ 



  

                         当日資料 

人口フレーム      

 

 

 

―第６次小山市総合計画より抜粋― 



  高齢者人口の推移 

 

 

※Ｈ21～23年度は実績値（小山市住民基本台帳・外国人登録）Ｈ24年度以降は厚生労働省 

ワークシートによる推計値（各年 10月 1日） 

 ―すこやか長寿プラン 21より抜粋― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 17年～21年の実績人口を基にしたコーホート要因法による推計。 

―小山市子育て支援等施策基本計画（後期計画）より抜粋― 
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小山医療圏 機能強化・医療連携

急性期高度医療機能
・365日24時間の二次救急医療機能
・4疾病を中心とした医療機能
がん拠点病院機能、脳卒中専門医療機能、急性
心筋梗塞の急性期医療、糖尿病の専門治療

・小児・周産期医療機能 等

小山地区夜間休日
急患センター

初期救急医療機能

一般診療所・病院

回復期医療機関 (42床)
機能転換等を行い、主として
回復期リハビリ機能を担う

療養型医療機関
継続的・長期に医療提供を行う

福祉・看護・介護
サービス機関

医師派遣

(仮)地域健康医療福祉総合支援センター

保健・医療・福祉・看護・介護
健康づくりのトータルサポート機能

小山市民病院（300床）
周産期・小児を含めた二次医療機能

病病連携
ネットワーク

獨協医大

自治医大

地域連携
ネットワーク

栃木医療圏等

病病連携
ネットワーク

病診連携ネットワーク

地域連携
ネットワーク

病病連携
ネットワーク

地域連携
ネットワーク

地域医療機関との連携図 

 

◆新市民病院を核とした医療連携のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の健康づくりの森基本構想より 

 

 

別紙１ 



地域医療支援病院の要件  

 

別紙２ 

承認の要件  

【医療法】  
国の基準  達成状況  

１  開設者は、国 、都道府県 、市町

村、第４２条の２第１項に規定する社

会医療法人その他の者とする。  

（法４条１項 )  

地域医療支援病院を開設することができ  

る者は、次のいずれかであること。  

・  国、都道府県、市町村  

・  社会医療法人  

・  公的医療機関  

・  医療法人等  

 

 

開設者は小山市  

２  紹介患者に対し医療を提供する体

制が整備されていること  

（法４条１項１号 )（則９条の１６  ６号）  

次のいずれかの場合に該当すること。  

１  地域医療支援病院紹介率が８０％を上回っていること  

２  地域医療支援病院紹介率が６０％を上回り、かつ、地域

医療支援病院逆紹介率が３０％を上回ること  

３  地域医療支援病院紹介率が４０％を上回り、かつ、地域

医療支援病院逆紹介率が６０％を上回ること  

３の紹介率 40％以上、逆紹

介率 60％以上を目指す。  

 ・紹介率４０％はほぼ達成  

 ・逆紹介率は現在 40％台  

３  共同利用のための体制が整備さ

れていること  

（法４条１項１号）（則９条の１６  １号）  

１  当該病院の施設・設備が当該病院の存する地域の全て

の医師又は歯科医師の利用のために開放されており、そ

のための共同利用に関わる規定が病院の運営規定等に

明示されていること。  

２  利用医師等登録制度を設け、当該地域医療支援病院

の開設者と直接関係のない医療機関が現に共同利用を

行っている全医療機関の五割以上であること。  

３  利用医師等登録制度の実施にあたる担当者を定め、登

録された医療機関等との協議、共同利用に関する情報

の提供等連絡・調整の業務を行わせること。  

４  共同利用のための専用の病床として、共同利用の実績

を踏まえつつ、他医療機関の利用の申し出に適切かつ

１．小山市民病院条例  

(病院の使用 )  

第 4 条  2 病院は、前項に

規定するもののほか、他の

医療機関の医師に対して、

その設備を使用させることが

できる。  

２、３、４ 今後対応。  



地域医療支援病院の要件  

 

速やかに対応できる病床数が確保されていること。  

４  救急医療を提供する能力を有する

こと  

（法４条１項２号）（則９条の１６  ２号）  

１  ２４時間体制で入院治療を必要とする重症救急患者に

必要な検査、治療ができるよう、通常の当直体制の外に

重症救急患者の受入れに対応できる医師等医療従事

者が確保されているとともに、重症救急患者のために優

先的に使用できる病床又は専用病床が確保されている

こと。なお、特定の診療科において２４時間体制で重症救

急患者の受入れに対応できる体制が確保されていれば

差し支えないものであること。  

２  入院治療を必要とする重症救急患者に必要な検査、治

療を行うために必要な診療施設（診察室、処置室、検査

室等）を有し、２４時間使用可能な体制が確保されている

こと。  

３  救急自動車による傷病者の搬入に適した構造設備を有

していること。  

既に能力を有している。  

５  地域の医療従事者の資質の向上

を図るための研修を行わせる能力を

有すること  

（法４条１項３号 ) 

（則９条の１６  ３号）  

１  必要な図書等を整備し、以下のような研修を定期的に行

う体制が整備されていること。  

・地域の医師等を含めた症例検討会・  医学・医療に関する

講習会  

２  研修目標、研修計画、研修指導体制その他研修の実施

のために必要な事項を定めた研修プログラムを作成してい

ること。  

３  研修プログラムの管理及び評価を行うために、病院内に

研修全体についての教育責任者及び研修委員会が設置

されていること。  

４  研修の実施のために必要な施設及び設備を有しているこ

１ 整備済み。  

 

 

 

２ 作成済み。  

 

 

３ 今後設置する。  

 

 

４．研修室、機材整備済み。  



地域医療支援病院の要件  

 

と。  

６  ２００床以上の病床を有すること  

（法４条１項４号）（則６条の２）  

知事が、地域における医療の確保のために必要であると認

めた次の場合は、２００床未満でもよい。  

①  当該病院が所在する二次医療圏について定められた医

療計画を踏まえ、地域医療の確保の観点から、当該病院

に対して承認を与えることが適当と認めた場合。  

②  精神科等単科の病院であって、当該診療科に関して地

域における医療の確保の観点から、承認を与えることが適

当と認めた場合。  

許可病床数 342 床  

７  医療法に規定する施設を有し、構

造設備が要件に適合すること  

（法４条１項５号・６号）  

（則２１条の５  １号）（則２２条）  

医療法第２１条に規定する一般の病院に必要とされる施設

のほか、次の施設を有するとともに、構造設備が要件に適

合すること。  

・集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設  

・病理解剖室、研究室、講義室、図書室、救急用又は患者

輸送用自動車、医薬品情報管理室  

原則 OK 

８  諸記録を備えて置くこと  

（法 ４条１項６号 ）（  則  ２  １  条の５  

２号・３号）  

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録を備え

ること。  

診療に関する諸記録は、過去２年間の病院日誌、各科

診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記

録、エツクス線写真、紹介状及び退院した患者に係る入院

期間中の診療経過の要約とする。  

病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実

績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の

向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者

に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者

紹介の実績を明らかにする帳簿とする。  

原則 OK 



地域医療支援病院の要件  

 

９  諸記録を体系的に管理すること  

（法１６条の２  １項４号）（則９条の１６  

４号）  

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理

に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類し

て管理すること。  

原則 OK 

１０  諸記録を閲覧させること  

（法１６条の２  １項５号）  

（則９条の１６  ５号）（則９条の１８）  

患者を紹介しようとする医師、歯科医師及び地方公共団

体から諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由があ

る場合を除き、諸記録のうち患者の秘密を害するおそれの

ないものとして病院の管理及び運営に関する諸記録を閲覧

させること。  

診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧

に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定

め、当該場所を見やすいよう掲示すること。  

閲覧させている。  

１１  地域医療支援病院が設置すべ

き委員会を設置すること（法１６条の２  

１項７号）（  則  ９  条の１  ９  １項 ・２

項）  

１  委員会においては、当該地域医療支援病院が、地域の

かかりつけ医、かかりつけ歯科医等からの要請に適切に

対応し、地域における医療の確保のために必要な支援を

行うよう、本通知 「第二地域医療支援病院に関する事

項」中、主として「五管理者の業務遂行方法」に定められ

た各事項 ((七 )を除く。 )に関する業務遂行状況について

審議し、当該病院の管理者に意見を述べるものであるこ

と。  

２  委員会は、当該地域医療支援病院の所在する地域の

医療を確保する上で重要な関係を有する者を中心に構

成されるべきものであり、例えば、当該地域の医師会等

医療関係団体の代表、当該病院が所在する都道府県・

市町村の代表、学識経験者等により構成することが適

当であること。  

３  委員として、当該病院の関係者が就任することを妨げる

今後委員会を設置する。  



地域医療支援病院の要件  

 

ものではないが、その場合にあっても、関係者以外の者

が大半を占めるよう留意すること。  

４  委員会は、定期的 (最低四半期に一回程度 )に開催する

ことを原則とし、そのほか、必要に応じて不定期に開催す

ることを妨げないものであること。  

５  当該病院の管理者は、委員会から意見が提出された時

は、最大限それを尊重するものであること  

１２  病院内に患者からの相談に適切

に応じる体制を確保すること  

（法１６条の２  １項７号）（則９条の１９  

１項）  

病院内に患者相談窓口及び担当者を設け、患者及び家

族等からの苦情、相談に応じられる体制を確保すること。  

地域連携相談室 を設置済

み。  

１３  在宅医療に関する支援を実施す

ること（法１６条の２  ２項）  

居宅等で医療を提供する医療提供施設等の連携の緊密

化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施

設に対する情報の提供など、居宅等における医療の提供の

推進に関し必要な支援を行うこと。  

今後支援する。  

１４  その他病院  病院内に専用の室、担当者を設け、これらの業務が総合的

に行われ、地域の他の診療所等との連携が円滑に行われ

る体制が確保されていること。  

地域連携相談室 を設置済

み。  
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地方独立行政法人新小山市民病院  中期目標（案） 

 

前文 

 小山市民病院は、一般急性期医療を担う地域の中核病院として地域住民

に安全で質の高い医療を提供するとともに、地域の医療機関と連携しなが

ら地域住民の生命と健康を守り続けてきた。  

 しかし、昨今の医療を取り巻く環境は厳しさを増し、医師や看護師不足

に伴う収支の均衡悪化により、本病院の経営状況も極めて厳しい状況にな

っている。 

 こうした状況のもとで、公立病院としての使命と責任を果たし、地域に

おいて必要な医療を提供し続けるためには、自律性、機動性、柔軟性及び

効率性を発揮できる組織の変革体制が必要と考え、地方独立行政法人新小

山市民病院を設立することとした。  

 地方独立行政法人移行後は、制度の特徴を生かした病院運営により、経

営基盤の安定化を図るとともに、引続き急性期医療を担う地域の中核病院

として、地域医療機関と連携し、今まで以上に安全で質の高い医療を提供

し、住民の健康の維持及び増進に寄与することとし、ここに中期目標を定

める。  

 

第１ 中期目標の期間  

 平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までの４年間とする。  

 

第２  住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する

事項 

１ 医療サービスの向上  

(1) 急性期病院としての機能の充実  

急性期医療を担う地域の中核病院としての機能を維持しつつ、患

者動向、医療需要の変化及び新たな医療課題に適切に対応するため、

高度で専門的な医療が提供できるよう各診療部門の充実及び見直し

を図ること。  

４．審議事項 
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 (2) 救急医療の取組み  

二次救急医療機関としての役割を果たすため、地域の医療機関や

消防等の関係機関との連携のもとに、より充実した救急医療体制を

構築すること。  

 (3) ４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）への対応 

住民の健康を守るうえで、４疾病への対応は重要課題であり、地

域の医療機関と連携、役割分担のうえ、高度で専門的な医療の提供

体制を整備すること。  

 (4) 小児・周産期医療の充実  

小児周産期医療提供体制の整備は、地域の重要課題であることか

ら、産科スタッフの人員確保に努め、地域周産期医療機関としての

医療機能を整備し、安心して子供を産みかつ育てられるよう、医療

の提供体制を確保すること。  

 (5) 災害時等における対応  

小山市及び周辺地域の地震、風水害等災害時においては、災害拠

点病院を補完する医療機関としての役割を果たすとともに、感染症

等公衆衛生上重大な健康被害が発生し、また発生しようとしている

場合には、小山市長の求めに応じ、小山市、関係機関と連携し、迅

速かつ適切な対応を取ること。  

 (6) 健診機能の充実  

疾病予防はもとより、生活習慣病に対する早期発見、早期治療を

推進するため、現在の健診体制を拡充し、予防医療の充実に努める

こと。  

(7)  保健・介護・福祉との連携  

     住民の健康を増進するため、小山市と協力し、健康講座の開催そ

の他予防医療についての住民啓発を推進すること。さらに、小山市

や民間の介護・福祉機関との連携を充実することにより、退院後の

患者の在宅や施設生活での安定を図ること。  

２ 医療提供体制の整備  

(1) 優秀な医療スタッフの確保  
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医療提供体制の安定化を図り、医療水準を向上させるため、優秀

な医師、看護師、医療技術職員等の安定的な確保に努めること。特

に、地域の周産期医療提供体制の現状を考え、産科医師の早期確保

に努めること。  

  (2)  医療職等の専門性・医療技術の向上  

医師、看護師、医療技術職員等の専門性や医療技術を向上させる

ため、教育研修制度などを充実すること。また、専門資格取得や研

究等に対する支援制度を充実すること。 

３ 患者・住民サービスの向上  

(1) 患者中心の医療  

常に患者の視点に立ち、患者の権利を尊重した患者中心の医療を

実践し、インフォームド・コンセント（患者自らが受ける医療の内

容に納得し、自分に合った治療法を選択できるよう、患者へのわか

りやすい説明を行った上で、同意を得ること。）を徹底すること。  

(2) 利便性及び快適性の向上  

外来診療の待ち時間、検査・手術待ちの改善等に取り組み、患者

の利便性向上に努めること。また、患者や来院者により快適な環境

を提供するため、利便性やプライバシー確保に配慮した院内環境の

整備に取り組むこと。  

 (3)  患者満足度の向上  

    職員全員が患者のニーズを的確にとらえ、患者サービスを向上さ

せることにより、患者満足度を向上させること。  

  (4) 職員の接遇向上  

    患者サービス、患者満足度の向上を図るため、職員一人ひとりが

接遇の重要性を認識し、接遇の向上に努めること。  

(5) ボランティア制度の活用  

   ボランティア制度の活用を図り、ボランティアを行うものと連携し、

住民や患者の視点に立ったサービスの向上に努めること。  

４ 地域医療連携の強化  

(1) 地域医療機関との連携  
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    地域の中核病院としての役割を果たすため、地域の医療機関との

機能分担と連携を強化し、病病連携・病診連携を推進すること。  

また、医師会等と協力し、紹介された患者の受入と患者に適した医

療機関への逆紹介を進めることにより、紹介率及び逆紹介率の向上

を図り、地域医療支援病院の承認を受けること。  

(2) 地域医療への貢献  

    地域の医療機関等の医療従事者を対象とした研修会や合同症例検

討会等を開催するなど、地域医療の水準向上及び医療機関間の連携

体制の強化を図ること。  

(3) 積極的な情報発信  

    市民病院の診療内容や地域医療機関との連携などについて、ホー

ムページや病院広報などを活用し、住民や患者、地域の医療機関に

対してわかりやすい情報の提供に努めるとともに、積極的な啓発活

動を行うこと。  

５ 信頼性の確保  

(1)  医療安全対策等の徹底  

     住民及び患者に信頼される質の高い医療を提供するため、院内感

染防止対策を確実に実施するとともに、医療事故につながる恐れの

ある事象や医療事故の情報収集と分析を行い、医療事故の予防及び

再発防止に取り組むなど医療安全対策を徹底すること。  

(2) 外部評価の活用  

     医療機関としての機能を、専門的かつ学術的に第三者の観点から

評価する病院機能評価等の外部評価を活用することにより、常に業

務改善に取り組み、医療機能の充実、向上を図ること。  

(3)  法令・行動規範の遵守  

     市民病院として公的な使命を適切に果たすため、医療法をはじめ

とする関係法令を遵守することはもとより、行動規範と職業倫理を

確立し、実践することにより適正な業務運営を行うこと。  

特に、すべての職員に個人情報を保護することの重要性を認識さ

せ、その管理を徹底させること。  
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(4)  情報の開示  

    カルテ（診療録）等の個人情報の保護並びに患者及びその家族へ

の情報開示に関しては、本市の関係条例等を例として適切に対応す

ること。  

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項  

１ 業務運営体制の構築  

(1) 組織と運営管理体制の確立  

地方独立行政法人として自律性、機動性、柔軟性及び効率性の高

い病院運営を行えるよう、組織体制を整備するとともに、中期目標、

中期計画及び年度計画を着実に達成できる運営管理体制を構築する

こと。  

(2) 事務経営部門の強化  

     経営企画機能を強化するとともに、経営効率の高い業務執行体制

を構築すること。また、より戦略的な病院経営を行う上で必要とな

る医療経営、医療事務に係る専門知識を有する人材の確保や育成に

努めること。  

 (3) 事務経営部門職員の計画的採用  

本市からの事務経営部門への派遣職員については、法人化後３年

を目途にすべて本市に引き上げることとしていることから、その間

に法人固有の事務職員を計画的に採用するなど必要な措置を講じる

こと。  

２ 魅力ある病院づくり  

(1)  意欲を引き出す人事給与制度の構築  

     職員の業績、職務能力、職責等を適正に評価し、職員の意欲を引

き出す人事給与制度を構築すること。  

(2)  職員満足度の向上  

     職員の意見が反映される仕組みを構築するなど、病院で働くすべ

ての職員のやりがいと満足度の向上に努めること。  

また、診療周辺業務の負担を軽減するため、各職種の業務を明確
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にし、適切な役割分担を図ること。  

  (3) 働きやすい職場環境の整備  

    職員のワークライフバランスや職場の安全確保、コミュニケーシ

ョンの活性化などを通じて、職場環境の改善を図り、働きやすい病

院づくりに努めること。  

また、院内保育の整備や短時間勤務制度の充実など、育児と仕事

の両立を支援し、安心して働ける仕組みを整備すること。  

 

第４ 財務内容の改善に関する事項  

１ 経営基盤の強化  

質の高い医療を安定して提供するため、自立した経営基盤を確立し、

中期目標期間内における累計の経常収支比率１００％以上を達成する

よう努めること。また、小山市からの運営費負担金の交付のもと、公的

病院としての使命を果たすこと。  

２ 収益の確保と費用の節減  

(1)  収益の確保  

     診療報酬の改定や健康保険法等の改正に的確に対処するとともに、

患者数の増加や診療単価の向上をはじめ、診療報酬の請求漏れや査

定減の防止、未収金の防止対策と早期回収に努めるなど、収益を確

保すること。  

 (2) 費用の節減  

     医薬品、診療材料、消耗品等の購入方法や契約形態の見直しなど、

事業運営に係るあらゆる支出を点検し、その節減に努めること。  

 

第５ その他業務運営に関する重要事項  

新病院建設に向けた取組み 

新市民病院建設事業を承継し、平成２７年度第４四半期の開院を目指

し確実に当該事業を進めていくこと。  

 

 


